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衆
議
院
議
員
児
玉
健
次
君
提
出
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
装
着
車
及
び
冬
期
路
面
へ
の
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
児
玉
健
次
君
提
出
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
装
着
車
及
び
冬
期
路
面
へ
の
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

交
通
事
故
は
、
人
、
道
路
交
通
環
境
、
車
両
等
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
動
性
能
等
が
異
な
る

ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
や
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
装
着
し
た
車
両
が
入
り
交
じ
っ
て
走
行
す
る
こ
と
自
体
の
危
険
性
を
一
概
に

論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年

法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
制
定
当
時
に
、
「
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
性
能
は
お
お
む
ね
ス
パ
イ
ク
タ

イ
ヤ
を
代
替
し
得
る
段
階
に
達
し
て
き
て
い
る
」
と
の
性
能
確
認
試
験
結
果
が
社
団
法
人
日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
よ
り
公

表
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
各
タ
イ
ヤ
製
造
業
者
に
よ
り
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
制
動
性
能
等
の
向
上
が
図
ら
れ
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
に
、
平
成
二
年
五
月
八
日
に
、
社
団
法
人
日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
は
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
生
産
等
を

中
止
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
現
在
も
、
そ
の
考
え
に
変
わ
り
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
制
定
後
の
同
年
九
月
十

七
日
に
、
通
商
産
業
省
は
外
国
タ
イ
ヤ
の
輸
入
業
者
に
対
し
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
輸
入
の
自
粛
を
要
請
し
て
お
り
、
現
在

一



も
そ
の
方
針
を
継
続
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

従
来
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
販
売
業
者
に
対
し
て
は
、
法
第
三
条
に
お
い
て
、
「
何
人
も
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
を

発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
め
る
」
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
受
け
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
そ
の
販
売
の
自
粛
を

指
導
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
よ
う
な
ス
パ
イ
ク
ピ
ン
の
類
似
品
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
通
常
の
タ
イ
ヤ
に
装
着
さ
れ
た
場
合
、
当
該
タ

イ
ヤ
は
法
第
二
条
に
規
定
す
る
「
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
」
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
法
第
七
条
に
規
定
す
る
使
用
規
制
の
対

象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
、
販
売
及
び
使
用
の
実
態
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

ま
た
、
ス
パ
イ
ク
ピ
ン
の
類
似
品
等
の
製
造
、
販
売
業
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、
指
導
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

道
路
の
路
面
凍
結
対
策
と
し
て
は
、
気
象
状
況
及
び
道
路
交
通
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
凍
結
防
止
剤
若
し
く
は

二



す
べ
り
止
め
剤
の
散
布
又
は
融
雪
施
設
の
設
置
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
道
路
の
路
面
凍
結
対

策
を
図
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
等
に
お
い
て
、
即
時
処
理
に
よ
る
路
面
情
報
の
収
集
シ
ス
テ
ム

及
び
路
面
凍
結
や
圧
雪
の
氷
着
を
抑
制
す
る
機
能
を
有
す
る
凍
結
抑
制
舗
装
に
関
す
る
技
術
開
発
等
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
運
転
免
許
証
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
講
習
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、

地
域
に
お
け
る
車
社
会
の
実
態
、
運
転
者
の
心
構
え
等
を
講
義
す
る
に
際
し
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
の

た
め
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
使
用
に
つ
い
て
も
教
育
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
警
察
を
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

警
察
庁
に
お
い
て
は
、
法
第
七
条
に
抵
触
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
、
事
案
の
内
容
等
に
応
じ
た
指
導
警
告
、

検
挙
の
措
置
を
適
切
に
推
進
す
る
よ
う
、
各
種
会
議
等
を
通
じ
都
道
府
県
警
察
を
指
導
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


